
  

  

  

  

 

 

 

 

 





半田市音楽文化振興に関する協定書（案） 

 
 
半田市（以下「甲」という。）と公益社団法人セントラル愛知交響楽団（以下「乙」

という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 
 
第１条（目的） 
本協定は、甲及び乙がこれまで培ってきた連携・協力関係をさらに発展させ、誰も 

が身近に上質な音楽に触れ、音楽を通じて豊かさを感じられる機会を提供することに

より、地域に根ざした音楽文化の普及と発展を推進することを目的とする。 

このことを通じて、心豊かな市民生活の実現と、持続的に発展する地域社会の形成 
に寄与することを目指す。 

 
 
第２条（内容） 

１ 前条の目的を達成するため、甲及び乙が協働して次の事業を行う。 
（１）半田市福祉文化会館での公演会事業 
（２）市内公共施設での巡回公演事業 
（３）市立小学校でのアウトリーチ事業 
（４）クラシック講座事業 

 
２ 前項の他、甲は乙に対し次の事業を提案し、乙は可能な範囲で事業が実施でき 

るよう努める。ただし、事業実施に係る経費については、乙の負担とし、甲は甲 
の会場使用料が発生する場合は減免する。 

（１）室内楽コンサート事業 
（２）他課事業での連携事業 
（３）音楽のあるまちづくり事業 

 
 
第３条（担当者連絡調整会議等） 

前条に掲げる事業の円滑な推進を図るため、甲及び乙が協働して、担当者連絡調整

会議を設ける。 

 
 
第４条（期間） 
本協定の有効期間は、令和８年４月１日から５年間とする。ただし、本協定の期間 

内であっても、甲及び乙の一方、若しくは双方にとって不利益を生じさせると認めら

れる場合は、甲及び乙が協議の上、本協定を解除することができる。 

 
 
 
第５条（契約） 
本協定に基づく事業の契約は、甲及び乙が協議の上、年度ごとに契約を締結する。 

 
 
第６条（その他） 
 この協定に定める事項について疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項に 
ついて必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 
 
本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、それぞれ甲及び乙が記名押印

の上、各１通を保管する。 

 
 
令和７年１２月１８日 

 
 

甲 半田市東洋町二丁目１番地 
                 半 田 市 

                 半田市長 久世 孝宏 

 
 

乙 名古屋市中村区名駅南４－８－１７ 
                 ダイドー名駅南第２ビル４０１ 
                 公益社団法人 セントラル愛知交響楽団 
                 理事長 山田 貞夫 






